
 

 

１．変更内容 

（１）貿易形態別符号の出力内容変更 

貿易形態別符号の出力を以下のように変更する。 

（変更前） 

１２７：無為替輸入承認識別が「Ｙ」の場合 

１２８：無為替輸入承認識別が「Ｎ」の場合 

 

（変更後） 

１桁目（貿易形態別符号の第１符号） 

 １：航空の場合 

 ４：海上（コンテナ詰め貨物を除く）の場合 

 ５：海上（コンテナ詰め貨物）の場合 

２桁目（貿易形態別符号の第２符号） 

 ２：申請種別が「ＩＳ」の場合 

 ９：申請種別が「ＩＡ」の場合 

３桁目（貿易形態別符号の第３符号） 

 ７：無為替輸入承認識別が「Ｙ」の場合 

 ８：無為替輸入承認識別が「Ｎ」の場合 

 

２．変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

①「機用品蔵入等承認申請（ＣＴＣ）」業務 

②「機用品蔵入等承認申請変更（ＣＴＥ）」業務 

③「機用品蔵入等承認申請審査終了（ＣＴＸ）」業務 

 

３．特記事項  

特になし。 

 

４．リリース予定日／サービス開始予定日 

平成２９年１１月２日（木） 

 

要
件
事
項 

＜海上業務/航空業務＞ 
機用品蔵入等承認申請の貿易形態別符号の出力内容変更 

機
能
概
要 

＜変更前システム仕様＞ 

貿易形態別符号は、127または 128を出力する。 

＜変更後システム仕様＞ 

貿易形態別符号の体系を変更する。 


